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火薬類の製造業者は、保安の確保のための組織、方法等について記載した危害予防規程を定めたとき又は変更しようとするときは、市長の認可を受ける必要がありま
危害予防規程が火薬類取締法第７条第１号及び第２号の技術上の基準に適合していること並びに災害の発生の防止に適当であることが必要です。

　1. 申請の要件

14.　危害予防規程の制定又は変更に係る認可 火　薬　類　取　締　法 第　28　条 第 １ 項

認可の基準第28条第３項
　4. 関係条文

法

第 ６ 条 危害予防規程

施
行
令

　3. 申請に関する説明

　2. 根拠法令

施
行
規
則

　6. 標準処理期間 　7. 申請部数

３  部

　5. 手　数　料

10　日

市
細
則

　8. 告示又は通知

　9. 審査する事項
危害予防規程が法第７条第１号及び第２号の技術上の基準に適合していること並びに災害の発生の防止に適当であるか審査します。
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